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時代の変革を見据えた賦課・徴収
体制のあり方に関する検討

長野県総務部税務課
県税事務のアウトソーシング等に関するワーキンググループ

県税を取り巻く状況

○ 滞納繰越額の恒常的な増加（未収金60億円時代）

○ 徴収率の低下（平成４年度98.8％が近年97％前半へ）

○ 専門的知識を必要とする徴収案件、課税案件の増加

○ 税務職員数の減少と経験年数を積んだ専門知識を有

する税務職員確保のむずかしさ

（平成17年度税務経験年数 全国12.7年、長野県5.0年）

N2530013
スタンプ
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民間委託が可能とされる業務

・納税通知書・督促状・催告状の印刷・作成・封入
・課税資料のバッヂ入力業務

・個人事業者の確定申告書のマイクロ撮影

・税務オンラインシステムの保守管理

・インターネット公売

○コンビニエンスストアにおける収納は平成２０年
度から実施予定

・納税通知書・督促状・催告状等の印刷、作成、
封入等

・電話による自主的納付の呼びかけ

・臨戸訪問による自主的納付の呼びかけ

・インターネット公売

・コンビニエンスストアにおける収納

・マルチペイメントネットワーク（※）

・クレジットカードを利用した納付

本県において実施しているもの
総務省自治税務局企画課長通知に例
示されているもの

※ マルチペイメントネットワーク
金融、電気、ガス会社等が共同構築するネットワークに自治体が接続し、ＡＴＭ、電話、インターネット等からの納

税ができるシステム

３ 地方事務所の事務

内容、事務量の調査

２ 他の自治体のアウト

ソーシングの取り組み

１ 現 状 把 握

賦課徴収体制

の抜本的な
見直し案

アウトソー

シング可能な

事務改善案

ＷＧによる検討イメージ

メリットと課題
（必要経費）
の明確化
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オンライン
端末使用

○
民間委託 非常勤職員

× × ○ △ 0.4 × ▲

△
（金融機関）

× ○ △ 0.7 ▲ ▲

○ ○ × × 0.1未満 × ×

○ × ○ △ 0.6 ○ ○

○ ○ × ○ データなし ▲ ▲

△
（作成封入）

△ × △ 0.9 一部実施 ▲

県税事務における民間委託（アウトソーシング）の適否の検討　　（２／１）

アウトソーシングの適否

可　　　　　　　　　　　　　　　○
内容的に可だが実施困難▲
不可又は効果なし　　　　　×

徴収

催告書の発送

納税証明書発行

区分

電話による自主納付
の呼びかけ

所内領収・窓口収納
集計事務

臨戸による自主納付
の呼びかけ、税の収
納

ホームページの管理

収入
管理

事務の内容

ア　民間事業
者の専門性
が生かされる
もの、又は必
要なもの

該当    　 ○
一部該当 △
非該当　  ×

ウ　業務量及
び実施時期が
あらかじめ想
定できるもの

該当    　 ○
一部該当 △
非該当　　×

地方事務所業
務量調査によ
る1所当たりの
平均業務量

　　　　（人）

イ　職員の指揮命
令下で行う必要が
ないもの
　該当　　　　○
　一部該当　△
　非該当　　 ×

オンライン
端末使用

○
民間委託 非常勤職員

申告書のオン
ライン入力

○ × ○ ○ 0.5 ▲ ▲

準用　（全般） × × ○ △ 0.4 × ▲

承継  登記調
査・電算処理

× × ○ ○ 0.7 × ▲

納税通知書の
発送

× × ○ ○ 0.2 × ▲

販売店・需要
家登録

× × ○ × 0.1未満 × ×

法人
二税

軽油
引取
税

不動
産取
得税

課税

県税事務における民間委託（アウトソーシング）の適否の検討　　（２／２）

区分 事務の内容

ア　民間事業
者の専門性
が生かされる
もの、又は必
要なもの

該当    　 ○
一部該当 △
非該当　  ×

イ　職員の指揮命
令下で行う必要が
ないもの
　該当　　　　○
　一部該当　△
　非該当　　 ×

ウ　業務量及
び実施時期が
あらかじめ想
定できるもの

該当    　 ○
一部該当 △
非該当　　×

地方事務所業
務量調査によ
る1所当たりの
平均業務量

　　　　（人）

アウトソーシングの適否

可　　　　　　　　　　　　　　　○
内容的に可だが実施困難▲
不可又は効果なし　　　　　×
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１ 「県税収納コールセンター」（仮称）の検討

徴税吏員以外の者が、公権力の行使に当たらない範囲の電話催告（納税勧奨）を効率的・集中的に実施す

ることにより、早期の自主納付が図られるとともに、徴税吏員が滞納処分等専門的な徴収業務に集中的に取

り組むことにより、徴収率の向上・未収金縮減が期待できる。

そこで、電話催告を行う組織「県税収納コールセンター」（仮称）を本県が導入した場合の組織形態や効

果、課題について、滞納件数や地方事務所業務量調査結果、先進自治体のデータ等を基に検討する。

【参考】公権力の行使に当たらない範囲の催告

民間委託は、催告の準備行為とも言える租税債務があることの連絡、納付の有無の確認、自主納付の

呼びかけ、納付予定の確認、納付書の送付という確認的、事実行為的な部分に限定することが適当と

考える。

（県税事務における民間委託の在り方に関する報告書 H19.5神奈川県）

◎コールセンターの形態

①民間委託（派遣会社からの社員の派遣） ②非常勤嘱託職員等の活用

将来の民間委託も想定し、非常勤嘱託職員等により実施するのが妥当

県税収納コールセンターの機能イメージ

県 庁

【税務電算システム】
コールセンター

【非常勤嘱託職員活用】

コールセンター

【非常勤嘱託職員活用】

地 方 事 務 所

【収税・管理係】
滞 納 者

⑥ 折 衝 等

① 滞納者情報

③電話催告依頼 ⑤ 結果報告

② 督 促 状

④
電
話
催
告

①
滞
納
整
理
カ
ー
ド
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２ 徴収事務及び体制の見直し

組 織 形 態

徴収機能の強化を図るため、徴収職員がより滞納処分に専任できるよう、現行の滞納整理特別班、個人県民税対策室の機能を県下４エ

リア（佐久ＯＲ上小、上伊那ＯＲ下伊那、松本、長野）に設置し、エリア単位で市町村と連携した個人県民税の徴収率アップや特殊滞納整理

も含めた･収全般の進行管理を行う。

事 業 効 果

小規模地方事務所では、専門性の高い滞納整理は困難であることから、一定基準以上の滞納案件を４エリアに移管・集約することにより

、より専門性の高い滞納処分が可能となり、徴収率の向上が図ることができる。

上
小

収
税
係

佐
久

収
税
係

佐久 ＯＲ 上小

収納促進幹（班長）

【特殊滞納整理】

【個人県民税対策】

東信エリア 南信エリア

上伊那 ＯＲ 下伊那

収納促進幹（班長）

【特殊滞納整理】

【個人県民税対策】

下
伊
那
収
税
係

上
伊
那
収
税
係

木
曽

収
税
係

中信エリア 北信エリア

松 本

収納促進幹（班長）

【特殊滞納整理】

【個人県民税対策】

長 野

収納促進幹（班長）

【特殊滞納整理】

【個人県民税対策】

諏
訪

収
税
係

松
本

収
税
係

北
安
曇
収
税
係

長
野

収
税
係

北
信

収
税
係

【エ リ ア 化 の イメージ】

【効率的かつ機動的な体制づくりと事務の集中化】

一体的な滞納整理

①差押を前提とした臨戸・電話による納税交渉
②差押・執行停止等の滞納処分
③市町村との併任協定に基づく個人県民税併任徴収

【エリア】７地方事務所

【佐 久】 【上 小】 【諏 訪】 【上伊那・木 曽】

【下伊那】【松 本・北安曇】 【長 野・北 信】

【徴収機能強化に向けた新たな徴収体制の構築】 ～機能分担制への移行と再任用職員の雇用～

「滞納整理システム」の導入と行政嘱託員により

訪問徴収の効率化を図る。

地域担当管理型の滞納整理から

機能分担的な滞納整理への転換

①電話・文書・臨戸による催告
②基礎調査（所在、財産）
③執行停止管理(不納欠損処分)

【エリア】１０地方事務所

【佐 久】 【上 小】 【諏 訪】

【上伊那】【下伊那】 【木 曽】
【松 本】 【北安曇】 【長 野】
【北 信】

電 話 催 告
納付書等発送

引 継
引 受

①滞納整理業務（４エリア内地方事務所の助言・指導、困難事案の捜索・差
押等）
②公売業務（県税差押物件の差押、市町村との合同公売）
③個人県民税対策（地方税法第４８条の規定に基づく直接徴収、市町村支 援・
研修）

【エリア】４地方事務所
東 信（佐久・上小） 南 信（上伊那・木曽・下伊那）
中 信（諏訪・松本・北安曇） 長 野（長野・北信）

徴収機能の強化と税務ＯＢ職員の再任用によりレベルアップを図る

【エ リ ア】 ① 滞納整理運営方針の策定・実績管理
全 県 ② 滞納整理事務の企画、指導

（本庁に設置） ③ 個人県民税徴収対策総括

市

町

村

（
個

人

県

民

税

）

協 働引 継

引 継

アウトソーシング

コールセンター

折 衝 班

処 分 班

徴収指導担当

初 動 班

助 言

①
情
報
交
換

②
協
働
催
告

③
交
流
研
修

④
職
員
派
遣



6

【 徴 収 事 務 の 効 率 化 】 ～滞納整理システムの導入～

ホ
ス
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

調定・収納データ

処分などのデータ

訪問徴収ターミナル

（モバイルパソコン）

滞納者の氏名・滞納額経過記録などすべて

最新の情報を外出先で見ることができる。

訪問先での会話や約束事、生活状況、所

感などありのままに入力する。

入金があれば入力して延滞金を計算し、領収

証を発行する。

留守の際は、催告書、来所通知などなど発行

する。

照 会

入 力

入 金

訪問予定データ

訪問済データ

ク

ラ

イ

ア

ン

ト

サ

ー

バ

ー

／

Ｗ

Ｅ

Ｂ

シ

ス

テ

ム

照 会

入 力

計 画

分 納 管 理

調 査

処 分

統 計

滞納者の氏名・滞納額・経過記録など全

て最新の情報が確認できる

ホストコンピュータが保有していない情報

（経過記録・資産状況・生活状況等）を調

査・折衝を基に入力できる

滞納者個々の状況や約束事項、催告基

準によって、日次、月次の計画を立てま

す。実施した調査を対比し、次の対策を

立案する

分納誓約書の作成にはじまり、この履行

監視により催告、訪問の指示を行う

滞納処分の前提となる納税者の住所、資

産等の関係機関への調査書の作成を行

う

差押えから換価にいたる一連の処分手

続き書類の作成を行う。また、時効の計

算も行う

年度、税目別等の収納率、件数、金額な

どの集計を行う。集計表（ＥＸＣＥＬ）による

加工も容易に行うことができる

滞納整理システム概要図

３ 課税事務及び体制の見直し

今後の課税事務は、税務事務全般の電算化が進むことによる電子申告の普及、適正な賦課徴収のための軽油引
取税・不動産取得税・法人二税関連の調査業務の一層の高度化などが求められる状況にある。

このような状況を踏まえれば、現行の課税業務の中で行われている申告や調査に付随した関連業務を全ての地方
事務所（１０所）で一律に行うことは非効率であると考えられる。

そこで、県内を一定規模の範囲でエリア化し、そのエリアの中の基幹となる地方事務所において課税事務を集約し
て取り扱うことにより事務の効率化及び機能強化が図られるよう検討する。

これにより、担当職員を広域エリア毎に集中的に配置することができ職員の専門性や知識の向上が図られ、より効
率的な事務処理を行うことができる。また、調査業務についても複雑な案件等に対して迅速に対応できる体制を確保
することができる。

東信エリア 南信エリア 中信エリア 北信エリア

佐 久 上伊那 松 本
【家 屋 評 価 班】

【軽油特別調査班】

長 野
【家 屋 評 価 班】

【軽油特別調査班】

上 小 下伊那 木 曽 諏 訪 北安曇 北 信
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(1) 導入経費（年額）

６２，８００計

２８，０００

２５，０００

徴収事務・体制見直し
① 再任用職員・行託職員人件費
② 滞納整理システム導入経費

９，８００コールセンター人件費、機器賃借料

(2) 軽減が見込まれる業務量

△ 21人計

△ 7人課税事務及び体制の見直し

△ 14人徴収事務及び体制の見直し （コールセンターを含む）

１ 徴 収 率のアップ

見 直 し の 効 果 等

コールセンター導入 ＋０．３％

２ 導入経費と軽減が見込まれる業務量

（単位：千円）


